
大切な命、家族を守るため

 平成7年の阪神・淡路大震災において、地震による直接的な死者のうち、8割以上の方が建
築物の倒壊による圧死が原因でした。
 また、平成28年熊本地震や令和6年能登半島地震では、昭和56年6月以降の新耐震基準で
あっても、平成12年6月1日の一部基準改正より前に建築された住宅の多くに被害が発生しま
した。

 八頭町では、地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、旧耐震基準の昭和56年5月31
日以前に建築された住宅や、新耐震基準であっても接合部等の基準が明確化された平成12年
6月１日より前に建築された住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修等工事にかかる費用
を補助します。

 耐震診断とは、建物が地震に対してどの程度耐える能力を持っているかを評価するもので、
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものは、大地震時に倒壊する可能性があるとされ
ています。

耐震改修設計とは？

 耐震改修設計とは、地震に対して建物が求められる耐力を確保するために、耐震診断の結
果に基づいて、建物のどの部分をどのように補強するかを具体的に計画することをいいます。

耐震改修工事とは？

 耐震改修工事とは、耐震改修設計に基づいて行う補強工事のことです。

補助を利用して
耐震診断から始めましょう

Step3

Step2

Step1

八頭町を震災に強いまちに！！【木造住宅の耐震化】

◎１棟につき延べ床面積が２８０平方メートル以内で、階数が２階
 以下の木造住宅であれば無料で、耐震診断できます。

【お問合せ先】
  八頭町役場 総務課防災室
  電話：0858-76-0203
  FAX  ：0858-73-0147

※対象条件により無料診断にならない場合もござ
いますので、お問合せ先にご連絡をお願いします。

補助等の詳細は裏面へ⇒

耐震診断とは？

『安全な住まい』にしませんか



《令和８年度版》耐震関係補助制度概要

令和8年度から八頭町の全区域を住宅耐震化重点区域に指定し、鳥取県の住宅耐震化重点実施事業の
対象となり、期間限定（令和10年度まで）で補助率が拡充されています。


